
 - 236 - 

第８章 開発許可を受けた後の手続等 
 

 第１節 開発許可後の進行管理 

 

 開発許可を受けた者は、適法に開発行為を行うことができることとなりますが、工事中の防災措置

や開発行為が予定した期間内に完了すること等が求められます。 

また、開発区域には法第 37条の建築制限がかかることになります。 

 開発許可を受けながら、工事完了の意思がなくそのまま放置されると、周辺の環境等に重大な影響

を及ぼすおそれがありますので、工事の施工状況、完了の意思の有無等についての報告を求めること

があります。さらに場合によって、当該開発許可を取り消すこともあり得ますので、開発者において

も、開発行為の進捗を踏まえ、適切な手続きを行う必要があります。 

 


